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令和元年度包括外部監査結果に対する措置状況

　監査テーマ：委託契約の財務事務の執行について

項　目 概　　　　　要

防災行政無線
施設保守点検
業務委託【報
告書109ペー
ジ】

【指摘１】蓄電池や触媒栓の期限切れについて、速やかに対応すべきであ
る。
　防災行政無線は、災害時に県庁から県内の市町村等に一斉に緊急通報を伝
達するとともに、災害現場の状況をいち早く把握するために使用するもの
で、災害時に県民の生命及び財産の安全を確保するために極めて重要な設備
である。
　また、災害はいつ発生するかが不明であるため、防災行政無線施設及び設
備については、常に万全の状態を確保することが求められる。本事業におい
ては、災害時の停電を想定して設けられている無停電電源装置や非常用発電
装置などについて、事業者から蓄電池や触媒栓の交換・有効期限切れを指摘
されているにもかかわらず、交換がなされていなかった。
　消防防災課では、再整備を数年後に控えた状況において、事業費用の合理
的な執行を図るものとして、毎月実施する発電機巡視点検において、電解液
量に異常がないこと並びに蓄電池電圧が正常であることを確認していたとの
ことである。確かにメーカー設定の交換期限を経過しても直ちにその機能を
喪失するわけではないと考えられるが、防災行政無線の重要性を鑑みるとそ
の取扱いは慎重の上にも慎重を重ね、最も保守的な対応が求められる。それ
ゆえ、メーカー設定の交換期限到来時には速やかに交換すべきである。特に
危機管理に関する事項については、予算措置を含め、すべてにおいて最優先
かつ確実に実施されるべきものである。
　なお、平成29年度から令和２年度において、地上系再整備事業が行われて
おり、当監査時点ではすべての蓄電池がメンテナンスフリー型のものに更新
されていた。

　平成29年度から実施している再整備工事において、全ての蓄電
池について、触媒栓が不要かつ長寿命型のものを採用し、令和元
年１１月に更新を完了した。
　なお、本取り組みにより、次回再整備工事のタイミングに合わ
せて蓄電池交換を行うことができるようになり、蓄電池の有効期
限切れを回避することが可能となった。

消防課

風しん抗体検
査事業委託契
約【報告書127
ページ】

【指摘３】回議・合議書の決裁押印に際して、鉛筆書き又は修正テープの利
用は避けるべきである。
　平成30年4月1日付回議・合議書「平成30年度埼玉県風しん抗体検査事業委
託執行願いについて（非医師会）」の決裁区分欄に「感染症対策幹」と記載
されていたが、鉛筆で二重線を引かれた横に「課長」と鉛筆で記載されてい
た。また、課所長欄に修正テープが貼られた上に押印されていた。
　これについて、決裁当初の段階では感染症対策幹決裁で回議・合議書が決
裁に回付されていたが、その後、当事業は専決事項や財規等に基づき、保健
医療政策課長の決裁が求められる案件であることが判明し、手書きや修正
テープで修正を加えたとのことであった。
　正式な文書において鉛筆書きや修正テープを貼った上に押印することは適
切ではない。文書規程に基づき、適正に文書を作成することが望まれる。

　今後は起案時に財務規則に基づき決裁権者を確認し、文書に誤
りがあった場合は、改めて、文書規程に基づき適正な文書作成を
行なうことを令和2年3月13日に口頭及び電子メールにて職員に周
知した。

保健医療政策課

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容 担当課所



令和元年度包括外部監査結果に対する措置状況

項　目 概　　　　　要

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容 担当課所

埼玉農業フロ
ンティア育成
事業のうち埼
玉農業経営塾
業務委託【報
告書184ペー
ジ】

【指摘４】個人情報の管理について、委託先に対する指導を徹底すべきであ
る。
　当業務の委託契約の締結日は平成30年6月14日であったが、委託先におけ
る当業務の従事者が提出する誓約書（埼玉県個人情報保護条例の内容につい
て説明を受け、埼玉県個人情報保護条例等に基づいて誠実に職務を行うこと
を誓約する書面。以下、「誓約書」という）の日付が平成30年7月27日付で
あった。
　事実を確認したところ、実際に通知文やＨＰ上で受講生の募集を開始した
のは平成30年7月6日であり、委託先が誓約書日付である平成30年7月27日以
前に個人情報を取り扱っている可能性が大きいと考えられる。
　当該誓約書に関するプロセスは、委託先の当業務への従事者に関すること
であり、委託先が責任をもって実施することではあるが、当事業は埼玉県の
事業を民間企業へ委託したに過ぎず、個人情報に関して何らかの事故が起
こった場合、委託先の問題であるからといって委託者である埼玉県がその責
任を免れるということにはならない。
　よって、委託先においても個人情報に関する事項が周知徹底されて、委託
先の従事者が個人情報を取り扱う前までに誓約書に署名するよう、埼玉県と
して委託先に対する指導を徹底させることが望まれる。
なお、当該委託先においては、平成30年9月3日に受講者に対し、講座の事務
連絡をメールで発信した際、誤って受講者全員のメールアドレスが見える形
で送信してしまうというミスを発生させてしまったとのことであった。
　受講生個人のメールアドレスが見える形でメールが送信されてしまったこ
とについては、個人情報保護の観点からは明らかな事故であるが、事故発生
後、委託先より速やかに埼玉県へ口頭で報告があり、平成30年9月10日付で
事実報告およびメールの設定を変更して今後このような事故が発生しないよ
うに対策を講じた旨の書面が提出されている。また、受講生個人間で相互に
メールアドレスを交換していたケースも多く、実質的な影響は相対的に大き
くはないとのことであった。
　しかしながら、個人情報については委託先においても慎重に取り扱うべき
であり、埼玉県として委託先に対する指導を徹底することが望まれる。

　総務・経理部門と十分連携し、財務に関するチェックシートを
活用したダブルチェックにより、契約事務の適正化を図り、再発
防止を徹底していく。
　また、委託契約書の内容を見直し、個人情報の取扱いについて
は別記とし、委託先の業者には丁寧に説明するとともに、誓約書
を取得した後も指導を徹底していくこととする。

農業支援課



令和元年度包括外部監査結果に対する措置状況

項　目 概　　　　　要

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容 担当課所

県土整東武鉄
道伊勢崎線・
野田線連続立
体交差事業
（春日部駅付
近）に係る調
査等に関する
平成29年度調
査設計業務
【報告書205
ページ】

【指摘５】消費税等の計算についても考慮すべきである。
　当初の契約の委託先の施行額に消費税が反映されていないことが後になっ
て判明した。
 これは、最初の契約締結当初、契約額について委託先では消費税抜の金
額、それに対し埼玉県では消費税込の金額であると認識し、双方での認識が
異なっていた。それが後になって双方のすり合わせにより、埼玉県にて自主
的に判明したものである。判明後、消費税を反映した金額で双方同意の上、
変更契約を締結している。
 しかし、当時の消費税率でも8％と金額的には決して僅少な金額とはいえな
い。消費税は令和元年に10％に増税となっており、現在では金額的影響もよ
り多額になっている。なお埼玉県では、消費税の認識にズレがないように契
約内容を委託先と確認していくことを合意している。その後は双方確認を
行っている結果、上記のような契約額への消費税の未反映は発生していな
い。
　今後は消費税の認識について相違が生じてしまうことがないよう、消費税
込みないし消費税抜きなのかを契約書、内訳書あるいはその他の資料等で予
め明確にしておくことが重要である。

　再発防止のため、令和２年度の業務から費用負担額の内訳書に
消費税額を記載する運用に改めた。

鉄道高架建設事務
所
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